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 北九州市事務分掌規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  令和８年５月２９日 

北九州市長 武 内 和 久   

北九州市規則第２９号 

北九州市事務分掌規則の一部を改正する規則 

北九州市事務分掌規則（昭和４３年北九州市規則第７５号）の一部を次のよ

うに改正する。 

                     「ＩＴ産業誘致係  「物流 

第１条産業経済局企業誘致部企業誘致課の項中 物流拠点化係  を 産業 

産業用地係  」  ＩＴ 

拠点化係 

用地係   に改める。 

産業誘致係」 

第３条産業経済局企業誘致部企業誘致課企画係の項第７号中「エンターテイ

ンメント関連産業の誘致」を「工場立地法（昭和３４年法律第２４号）」に改

め、同条産業経済局企業誘致部企業誘致課ＩＴ産業誘致係の項を次のように改

める。 

    物流拠点化係 

     （１） 物流振興施策の総括に関すること。 

（２） 物流拠点の推進に関すること（港湾空港局の所管に属する 

ものを除く。）。 

（３） 物流関係事業者との連絡調整に関すること（港湾空港局の 

所管に属するものを除く。）。 

（４） 北九州貨物鉄道施設保有株式会社に関すること。 

第３条産業経済局企業誘致部企業誘致課物流拠点化係の項を次のように改め

る。 

    産業用地係 

     （１） 産業用地の企画及び整備に関すること。 

（２） 企業誘致に関連する産業インフラの調査及び調整に関する 

こと（他局の所管に属するものを除く。）。 

（３） データセンター及びエネルギー産業の誘致に関すること（ 

他局の所管に属するものを除く。）。 

（４） 大規模立地企業の支援及び連絡調整に関すること。 

第３条産業経済局企業誘致部企業誘致課産業用地係の項を次のように改める

。 
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    ＩＴ産業誘致係 

     （１） ＩＴ産業の誘致に関すること。 

（２） ＩＴ産業の企業立地に係る助成金に関すること。 

（３） ＩＴ産業の立地企業の人材確保支援に関すること。 

（４） サービス・コンテンツ産業の誘致に関すること。 

   付 則 

 この規則は、令和８年６月１日から施行する。 
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北九州市告示第２４２号 

 国土調査法（昭和２６年法律第１８０号）第６条の４第１項の規定により、

令和８年度地籍調査事業計画に基づく地籍調査を行うので、同法第７条の規定

により次のとおり告示する。 

  令和８年５月２９日 

                    北九州市長 武 内 和 久 

１ 福岡県知事により令和８年度地籍調査事業計画が定められた年月日 

  令和８年４月７日 

２ 調査を実施する者の名称 

  北九州市 

３ 調査地域 

小倉南区 下吉田三丁目、下吉田四丁目、大字吉田、中吉田一丁目、

中吉田二丁目、中吉田三丁目、中吉田六丁目、沼南町二丁

目、沼本町四丁目及び上吉田一丁目の各一部 

八幡西区 本城一丁目、本城三丁目、本城四丁目及び本城五丁目の各

一部 

４ 調査期間 

  令和８年４月７日から令和９年３月３１日まで 
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北九州市告示第２４３号 

 介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４１条第１項、第４６条第１項及

び第５３条第１項の規定により、居宅サービス事業者、居宅介護支援事業者及

び介護予防サービス事業者を指定したので、同法第７８条第１号、第８５条第

１号及び第１１５条の１０第１号の規定により、次のとおり告示する。 

  令和８年５月２９日 

北九州市長 武 内 和 久 

１ 訪問介護 

事業所番

号 

事業所の名称 事業所の所在地 事業者の名称 指定年月日 

４０７０

１０３２

１５ 

スマイル大里 北九州市門司区

大里東二丁目１

０番４号 

有限会社ルイ 

ーゼ 

令和８年５ 

月１日 

４０７０

４０６５

２７ 

ヘルパーステー

ションみきの家 

北九州市小倉北

区熊谷四丁目２

番３７号 ２０

１号 

合同会社ＦＵ 

ＫＫＵＲＵ 

令和８年５ 

月１日 

２ 訪問看護及び介護予防訪問看護 

事業所番

号 

事業所の名称 事業所の所在地 事業者の名称 指定年月日 

４０６６

６９１２

８０ 

訪問看護ステー

ション えにし 

北九州市八幡西

区力丸町３番２

－３０８号山内

ヴィラージュ千

代ケ崎 

株式会社縁 令和８年５ 

月１日 

４０６７

６９０２

４０ 

訪問看護ステー

ションＣｏｈａ

ｒｕ門司 

北九州市門司区

原町別院９番２

号 シャトレ別

院Ⅲ１０３号室 

株式会社レー 

ヴ 

令和８年５ 

月１日 

３ 訪問看護 

事業所番

号 

事業所の名称 事業所の所在地 事業者の名称 指定年月日 

４０６６

６９１２

９８ 

訪問看護ステー

ションｍｅｇｕ

ｒｕ 

北九州市八幡西

区永犬丸西町三

丁目１６番１４

号 西町マンシ

ョン２０２号 

株式会社４ｒ 

ｃｈ 

令和８年５ 

月１日 

３ 通所介護 

事業所番

号 

事業所の名称 事業所の所在地 事業者の名称 指定年月日 

４０７０

１０３２ 

スマイル大里 北九州市門司区

大里東二丁目１ 

有限会社ルイ 

ーゼ 

令和８年５ 

月１日 
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０７  ０番４号   

４０７０

７０８６ 

５８ 

リハビリテーシ

ョンＬａｂｏ  

リザルト 

北九州市八幡西

区力丸町７番２ 

号 

合同会社Ａｍ 

ｂｉｔｉｏｎ 

令和８年５ 

月１日 

４ 福祉用具貸与及び介護予防福祉用具貸与 

事業所番

号 

事業所の名称 事業所の所在地 事業者の名称 指定年月日 

４０７０

４０６５

３５ 

福ふくろう ケ

アレンタル 

北九州市小倉北

区赤坂四丁目１

６番１１号 

株式会社ＧＬ 

ＡＵＸ 

令和８年５ 

月１日 

５ 特定福祉用具販売及び特定介護予防福祉用具販売 

事業所番

号 

事業所の名称 事業所の所在地 事業者の名称 指定年月日 

４０７０

４０６５

４３ 

福ふくろう ケ

アレンタル 

北九州市小倉北

区赤坂四丁目１

６番１１号 

株式会社ＧＬ 

ＡＵＸ 

令和８年５ 

月１日 

６ 居宅介護支援 

事業所番

号 

事業所の名称 事業所の所在地 事業者の名称 指定年月日 

４０７０

５０６２

９２ 

ケアプランコス

モ 

北九州市小倉南

区湯川新町二丁

目５番１３号 

一般社団法人 

Ｈａｒｎｅｓ 

ｓ 

令和８年５ 

月１日 

４０７０

６０２３

２３ 

杉乃樹ケアプラ

ン相談所 

北九州市八幡東

区八王寺町１番

８号 

合同会社杉乃 

樹 

令和８年５ 

月１日 
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北九州市告示第２４４号 

 介護保険法（平成９年法律第１２３号）第７５条第２項、第８２条第２項、

第１１５条の５第２項及び第１１５条の２５第２項の規定により、指定居宅サ

ービス事業者、指定居宅介護支援事業者、指定介護予防サービス事業者及び指

定介護予防支援事業者から廃止の届出があったので、同法第７８条第２号、第

８５条第２号、第１１５条の１０第２号及び第１１５条の３０第２号の規定に

より、次のとおり告示する。 

  令和８年５月２９日 

北九州市長 武 内 和 久 

１ 訪問介護 

事業所番

号 

事業所の名称 事業所の所在地 事業者の名称 廃止年月日 

４０７０

１００２

６０ 

ニチイケアセン

ター門司 

北九州市門司区

錦町４番２２号 

株式会社ニチ 

イ学館 

令和８年４

月３０日 

４０７０

１０３１

６５ 

スマイルグラッ

チャ 

北九州市門司区

大里東二丁目１

０番４号 

グラッチャ株 

式会社 

令和８年４

月３０日 

２ 通所介護 

事業所番

号 

事業所の名称 事業所の所在地 事業者の名称 廃止年月日 

４０７０

１０３１

７３ 

スマイルグラッ

チャ 

北九州市門司区

大里東二丁目１

０番４号 

グラッチャ株 

式会社 

令和８年４

月３０日 

４０７０

６００６

７３ 

デイサービスセ

ンター惠迪館 

北九州市八幡東

区山路松尾町１

３番２５号 

社会福祉法人 

ふらて福祉会 

令和８年４

月３０日 

４０７０

６０１２

７５ 

ふじの木園八幡

東デイサービス

センター 

北九州市八幡東

区前田二丁目９

番９号 

社会福祉法人 

ひさの里 

令和８年４

月３０日 

３ 短期入所生活介護及び介護予防短期入所生活介護 

事業所番

号 

事業所の名称 事業所の所在地 事業者の名称 廃止年月日 

４０７０

４０１５

４４ 

社会福祉法人風

花会 特別養護

老人ホームかざ

はな園 

北九州市小倉北

区江南町２番２

０号 

社会福祉法人 

風花会 

令和８年４

月３０日 

４ 居宅介護支援及び介護予防支援 

事業所番

号 

事業所の名称 事業所の所在地 事業者の名称 廃止年月日 
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４０７０

６０２２ 

４０ 

ゆう月ケアプラ

ンセンター 

 

 

 

北九州市八幡東 

区東山一丁目７ 

番２１号 

合同会社ｌａ 

ｍｏｕｒ ｓ 

ａｎｓ ｆｒ 

ｏｎｔｉｅｒ 

ｅｓ 

令和８年４

月３０日 
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北九州市告示第２４５号 

 北九州市国民健康保険条例（昭和４２年北九州市条例第５３号）第１４条第

１項第１号、第１４条の１０第１項第１号、第１４条の１５第１項第１号及び

第１４条の２０第１項第１号に規定する国民健康保険料の令和８年度における

料率を決定したので、同条例第１４条第３項の規定により次のとおり告示する

。 

  令和８年５月２９日 

北九州市長 武 内 和 久 

１ 基礎賦課額の所得割料率         １００分の８．３１ 

２ 後期高齢者支援金等賦課額の所得割料率  １００分の３．４０ 

３ 介護納付金賦課額の所得割料率      １００分の２．９０ 

４ 子ども子育て支援金賦課額の所得割料率  １００分の０．２８ 
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北九州市公告第３９８号 

 一般競争入札により、調達契約を締結するので、地方自治法施行令（昭和２

２年政令第１６号）第１６７条の６第１項及び北九州市契約規則（昭和３９年

北九州市規則第２５号。以下「契約規則」という。）第４条第１項の規定によ

り次のとおり公告する。 

  令和８年５月２９日 

                    北九州市長 武 内 和 久   

１ 調達内容 

（１） 件名 マイナンバー利用事務系環境ＲＰＡソフトウェア（ＵｉＰａ

ｔｈ） ライセンス調達 

（２）  履行の内容 入札仕様書で定めるとおり 

（３）  履行期間 契約締結日から令和８年７月１日まで 

（４）  履行場所 北九州市小倉北区大手町１番１号          

北九州市政策局ＤＸ・ＡＩ戦略室 

（５）  入札方法 総価により行う。落札決定に当たっては、入札書に記載

された金額に当該金額の１００分の１０に相当する金額を加算した金額（

当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるもの

とする。）をもって落札金額とするので、入札者は、消費税及び地方消費

税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金

額の１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。 

２ 競争入札参加資格 

  次の各号のいずれにも該当する者であること。 

（１）  地方自治法施行令第１６７条の４の規定に該当しない者であること

。 

（２）  北九州市物品等供給契約の競争入札参加者の資格及び審査等に関す

る規則（平成７年北九州市規則第１１号）第６条第１項の有資格業者名簿

（以下「有資格業者名簿」という。）に記載されていること。 

（３）  北九州市から指名停止を受けている期間中でないこと。 

３ 入札手続等 

（１）  契約条項を示す場所及び期間 

  ア 場所 北九州市小倉北区大手町１番１号 

       北九州市政策局ＤＸ・ＡＩ戦略室 

  イ 期間 この公告の日から令和８年６月９日まで（日曜日及び土曜日を

除く。）の毎日午前８時３０分から正午まで及び午後１時から午後５時

まで 
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（２）  入札関係資料の交付方法 この公告の日から電子メールにより無償

で交付する。交付を希望する場合は、前号イの期間に北九州市政策局ＤＸ

・ＡＩ戦略室に連絡すること。 

（３）  入札及び開札の場所及び日時 

  ア 場所 北九州市小倉北区大手町１番１号 

       小倉北区役所庁舎西棟３階３０３会議室 

  イ 日時 令和８年６月９日午前１１時 

４ その他 

（１）  契約手続において使用する言語及び通貨 

  ア 言語 日本語 

  イ 通貨 日本国通貨 

（２）  入札保証金及び契約保証金 

  ア 入札保証金 入札価格の１００分の５以上。ただし、契約規則第５条   

第７項各号のいずれかに該当する場合は、免除する。 

  イ 契約保証金 契約金額の１００分の５以上。ただし、契約規則第２５   

条第７項第１号又は第３号のいずれかに該当する場合は、免除する。 

（３）  入札の無効 

   次のいずれかに該当する入札は、無効とする。 

  ア この公告に示した競争入札参加資格のない者がした入札 

  イ 申請書等に虚偽の記載をした者がした入札 

  ウ 契約規則第１２条各号のいずれかに該当する入札 

（４）  入札の中止 特別の事情がある場合は、入札を中止し、又は延期す

ることがある。この場合において、入札者及び入札に加わろうとする者が

損失を受けても、北九州市は、補償の責めを負わない。 

（５）  落札者の決定方法 契約規則第１３条第１項の規定により定められ

た予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札を行った者を落札者

とする。 

（６）  契約書作成の要否 要 

（７） 契約書作成に要する費用は、全て落札者の負担とする。 

（８）  この公告に係る契約に関する事務を担当する主管課の名称及び所在

地等 

   北九州市政策局ＤＸ・ＡＩ戦略室 

   〒８０３－８５１０ 北九州市小倉北区大手町１番１号 

   電話 ０９３－５８２－３００７ 
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北九州市公告第３９９号 

 地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成７

年政令第３７２号。以下「政令」という。）第４条に規定する特定調達契約に

つき、随意契約の相手方を決定したので、北九州市物品等又は特定役務の調達

手続の特例を定める規則（平成７年北九州市規則第７８号）第１２条第１項の

規定により次のとおり公告する。 

  令和８年５月２９日 

                    北九州市長 武 内 和 久   

１ 特定役務の名称及び数量 

  国民健康保険システム運用支援及び保守業務 一式 

２ この公告に係る契約に関する事務を担当する主管課の名称及び所在地 

  北九州市保健福祉局総務部保険年金課 

  北九州市小倉北区城内１番１号 

３ 契約の相手方を決定した日 

  令和８年３月３１日 

４ 契約の相手方の名称及び住所 

  行政システム九州株式会社 福岡支店 

  福岡市博多区中洲中島町１番３号 

５ 契約金額 

  ５，００４万１００円 

６ 契約の相手方を決定した手続 

  随意契約 

７ 随意契約の理由 

  政令第１１条第１項第２号に該当するため 
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北九州市公告第４００号 

 北九州広域都市計画事業折尾土地区画整理事業の事業計画を変更したので、

土地区画整理法（昭和２９年法律第１１９号）第５５条第１３項において準用

する同条第９項の規定により次のとおり公告する。 

  令和８年５月２９日 

                    北九州市長 武 内 和 久 

１ 土地区画整理事業の名称 

  北九州広域都市計画事業折尾土地区画整理事業 

２ 施行者の名称 

  北九州市 

３ 事務所の所在地 

  北九州市八幡西区大浦二丁目１３番７号 

４ 事業施行期間 

  平成１８年１２月１２日から令和１９年３月３１日まで 

５ 施行地区 

  北九州市八幡西区北鷹見町、大膳二丁目、東筑一丁目、東筑二丁目、西折

尾町、堀川町及び南鷹見町の各一部 

６ 事業計画の決定の年月日 

  平成１８年１２月１２日 

７ 変更の年月日 

  令和８年５月２９日 
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